
 

公立大学法人敦賀市立看護大学第３期中期目標 

 

 公立大学法人敦賀市立看護大学（以下「法人」という。）は、敦賀市立

看護大学を設置し、及び管理することを通して、豊かな教養と総合的な判

断力、高度な専門的知識と実践力を有する人材を育成するとともに、看護

の発展に貢献できる質の高い研究に取り組むことにより、人々の健康と福

祉の向上に貢献することを目的としている。  

 近年、大学を取り巻く社会情勢は大きく変化しており、少子化に伴うこ

どもの減少と全国的な看護系大学の設置が同時に進む中、「選ばれる大学

」としてあり続けるためには、地元入学者を確保するための入試制度の整

備や地元就職者数の増加に資する地域医療機関等との連携、地元看護職を

対象とした大学院プログラムの展開などの地域のニーズに対応した大学運

営が重要である。  

 また、IT 技術の急速な進化をはじめ、日々変化する医療現場にて求め

られる技術・能力を身に付けることができる教育を提供していく必要があ

る。  

 このため、敦賀市は、法人が社会情勢の変化に対応しながら、地域とと

もに発展しつづけることができるよう、この中期目標を定める。  

 

１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

⑴  中期目標の期間 

   令和８年４月１日から令和１４年３月３１日までの６年間とする。 

 ⑵ 教育研究上の基本組織 

   この中期目標を達成するため、敦賀市立看護大学に次のとおり教育 

  研究上の基本組織を置く。 

   看護学部看護学科 

   大学院看護学研究科 

   助産学専攻科 

２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 ⑴ 教育に関する目標 

  ア 教育の成果・内容に関する目標 

(ｱ) 地域医療の充実と発展を自らの使命とし、現場の課題解決が出



 

来る研究的思考を備え、地域に貢献できる人材を育成する。 

(ｲ) 学生が看護師や保健師、助産師の国家試験に合格できるよう組

織的な支援を行い、常に全国平均以上の合格率を目指す。 

(ｳ) 医療や IT の進展、地域医療等における社会的要請の変化を見

据え、教育内容及びカリキュラムの点検と見直しを行う。 

＜看護学部看護学科＞ 

豊かな教養を身に付けた自立した社会人であると同時に、高

度な医療に対応できる専門的知識、技術、倫理観を身に付け、

人に対する畏敬の念をもって看護を実践できる人材を育成する。  

   ＜大学院看護学研究科＞ 

高度な看護実践力を基盤にした学術研究を通して、看護技術

の開発に貢献すると同時に、看護学の発展に寄与し、その成果

を地域に還元することができる人材を育成する。  

   ＜助産学専攻科＞ 

助産に関する高度な知識と正確な技術をもって、地域の女性

の生涯にわたる健康支援に貢献できる助産師を育成する。  

  イ 教育の実施体制に関する目標 

教育の質を高めるため、学生による授業評価に加え、卒業生へ 

のアンケート調査による評価などの組織的な教育改善活動に取り組

むともに、教職員個々の能力を保証し、育成・向上を図るための全

学的な研修等を継続的に行う。  

  ウ 学生支援に関する目標 

(ｱ) 履修指導をはじめとした学習や学生生活に関する相談支援、授

業料免除制度の適切な運用、各種奨学金の情報提供などによる

経済的な支援を行い、退学・休学・留年等を最小限に抑える。  

   (ｲ) 学生へのハラスメント防止のため、教職員への研修や指導を行

うとともに、ハラスメント発生時に備え、学生に対する研修や

相談窓口の周知、組織的な支援体制等の充実を継続して行う。  

   (ｳ) 学生のキャリア教育を実施し、それぞれの希望に沿った進学・

就職ができるよう支援する。  

  エ 学生の確保に関する目標 

   (ｱ) 高校等と連携し、受験生及び保護者に積極的な情報発信を行う



 

ことにより、多くの優れた受験生を確保する。  

   (ｲ) 令和８年度入学者選抜試験より実施する推薦入試における募集

人数の拡大の結果を分析し、地域医療への貢献を目指す学生を

より多く確保できる入学試験制度を整備する。  

   (ｳ) 社会人や臨床現場の看護職など、多様なステークホルダーを対

象とした広報活動を展開し、潜在的な志願者の開拓を目指す。 

   (ｴ) 中長期的な学生募集を見据え、地元の児童生徒に対して、大学

や看護への興味・関心を促すような取組みを行う。  

 ⑵ 研究に関する目標 

  ア 研究の成果・内容に関する目標 

(ｱ) 教員それぞれの専門領域の研究に加え、関係機関との連携のも

と、地域のニーズに応じた研究を組織的に推進し、研究活動の

活性化を図る。 

   (ｲ) 地域における健康課題について研究を行い、その成果を地域に

還元する。  

  イ 研究の実施体制に関する目標 

(ｱ) 研究費の適切な配分や研究サポート体制の更なる整備を行うな

ど、組織的な研究実施体制を強化する。 

   (ｲ) 地域・在宅ケア研究センター及び救急・災害看護研究センター

を拠点として、引き続き、地域のニーズや健康課題に即した研

究を行う。 

   (ｳ) 研究倫理の遵守及び研究の健全性・公正性（研究インテグリテ

ィ）の確保に関する組織的な対応を行う。 

 ⑶ 地域貢献・国際交流に関する目標 

  ア 地域貢献に関する目標 

(ｱ) 地域社会の健康や福祉に関するニーズを把握し、住民の健康や

福祉に寄与する方策を提言する。  

   (ｲ) 健康事業の実施や健康に関する講座等の実施を通して、地域住

民の健康増進に寄与する。  

   (ｳ) 医療・看護従事者や地域住民が大学で学ぶことができるよう、

授業を履修・聴講できる制度を継続するとともに、看護職向け

の教育プログラムの充実を図る。  



 

   (ｴ) 地域と学生・教職員の結び付きを深めるため、地域住民と交流

する機会を充実させる。  

   (ｵ) 学生に地域の医療機関の情報や魅力を積極的に提供するなど、

市内就職の増加に向けた取組みを強化し、卒業生及び修了生の

２割以上の市内定着を目指す。  

   (ｶ) 地域に開かれた大学として、大学の施設・設備を広く地域住民

や団体、市内教育機関等の利用に供する。  

   (ｷ) 災害時における避難所としての機能の維持・向上を図るととも

に、教職員が敦賀市や医療機関、消防署等と連携し、被災した

地域住民の救護・支援等に円滑に協力できる体制を確保する。 

  イ 国際交流に関する目標 

    大学の教育研究水準を向上させ、国際的視野を持つ人材を養成す 

   るため、国外の教育研究機関との連携・交流を図る。 

３ 大学運営に関する目標 

 ⑴ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

  ア 組織体制に関する目標 

(ｱ) 理事長、理事、幹部職員の連絡を密にし、適切な役割分担を行

い、迅速で柔軟な意思決定を行う。 

   (ｲ) 大学運営に教職員の優れた意見を反映できる仕組みを構築し、

有効に機能させる。 

   (ｳ) 組織内の迅速な情報共有体制を維持し、理事長、理事、教職員

が一体となって大学運営に取り組む。 

   (ｴ) 内部統制の仕組みを適切に運用するとともに、法改正や社会的

要請の変化が生じた際は、迅速に体制の見直しを行う。 

  イ 人事の適正化に関する目標 

(ｱ) 働く意欲を高め、大学の教育研究の質を向上させるため、理事

長、理事、教職員の業績を適正に評価する。  

   (ｲ) 職位、専門分野、年齢、財務等のバランスを考慮した上、中長

期的な視点で教職員の採用計画を策定・公表し、教員組織の構

築・維持に取り組む。  

 ⑵ 財務内容の改善に関する目標 

  ア 自己収入の確保に関する目標 



 

(ｱ) 科学研究費補助金をはじめ、外部資金の獲得についての数値目

標を設定し、積極的に取り組む。  

   (ｲ) 学納金や施設使用料等について、適正な金額を定め、収入の確

保に努める。  

  イ 経費の適切な使用に関する目標 

教職員のコスト意識を高め、業務の効率的な執行を図るととも 

に、経費の抑制に努める。  

  ウ 安定した大学運営に関する目標 

物価、人件費等の変動や社会情勢の変化を注視し、将来にわた 

り安定した大学運営が行われるよう、自律的かつ継続可能な財務運

営を行う。  

 ⑶ 自ら行う点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 

(ｱ) 自己点検評価を定期的に実施し、認証評価機関が行う大学評価

、評価委員会が行う法人評価の結果と併せ、教育研究活動や業

務運営の改善に活用する。 

   (ｲ) 常に内部質保証体制の整備を図り、教学 IR システムの活用等

により、エビデンスに基づいた自己点検評価を行う。 

 ⑷ 広報・情報公開に関する目標 

(ｱ) 大学の広報や情報発信を組織的・戦略的に行い、大学のイメー

ジアップを図る。 

   (ｲ) 社会的説明責任を果たすため、大学における教育や運営に関す

る情報を積極的に公開する。 

 ⑸ その他業務運営に関する目標 

  ア 施設・設備の整備及び活用に関する目標 

(ｱ) 長期的な視点に立って施設・設備の整備を図り、良好で快適な

環境の維持に努める。 

   (ｲ) 施設の長寿命化を図るための劣化診断等を行い、必要に応じて

改修計画を策定する。 

   (ｳ) 附属施設における専門機器や学術資料を継続的に整備し、教育

研究活動及び地域貢献活動に有効活用する。 

(ｴ) 情報システムの最適化及び業務への有効活用を図る。 

  イ 危機管理等に関する目標 



 

(ｱ) 災害に備え、継続的に訓練を行うほか、災害対応に必要な物資

の充実を図る。 

(ｲ) 災害、天候、感染症等の状況に応じた迅速な対応を行い、学生

・教職員の安全を確保する。 

(ｳ) 長時間労働の防止を含む安全衛生管理と職場内のハラスメント

防止に努め、事案が発生した際は、迅速かつ厳正に対処する。 

(ｴ) 情報セキュリティの確保について、人的側面と技術的側面の双

方からの取組みにより、インシデントの発生を抑えるとともに

、事案が発生した際は、迅速に対処する。 


